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租税特別措置法 租税特別措置法施行令 租税特別措置法施行規則 

昭和三十二年法律第二十六号 
 

第六章 消費税法等の特例 
 第二節 酒税法の特例 

 
 

（承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例） 
第八十七条 承認酒類製造者のうち、その年度（その年

の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間
をいう。以下この条において同じ。）の開始前一年間
における酒類の製造場（以下この条において単に「製
造場」という。）から移出した酒類（酒税法第二十八
条第一項若しくは第二十九条第一項の規定又は第八
十七条の六第一項の規定の適用を受けるものを除
く。）の数量（その年度の前年度の末日において当該
承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の当
該数量を含む。次項及び第九項において「前年度課税
移出数量」という。）が三千キロリットル以下である
者が、令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日
までの間に製造場から当該酒類を移出する場合にお
いて、当該承認酒類製造者がその年度に製造場から移
出する酒類（当該移出につき同法第三十条第三項（同
項に規定する酒類をその移入した製造場から更に移
出したときに係る部分に限る。）の規定の適用を受け
るものを除くものとし、当該承認酒類製造者が同法第
七条第一項の規定により製造免許（同項に規定する製
造免許をいう。以下この条、第八十七条の六及び第八
十七条の八において同じ。）を受けている酒類と同一
の品目（同項に規定する品目をいう。次項において同
じ。）のものに限る。次項において同じ。）に係る酒
税の税額は、同法第二十三条及び次条の規定にかかわ
らず、次の各号に掲げる当年度酒税累計額（当該承認
酒類製造者がその年度の初日から当該移出をしたと
きまでに製造場から移出する当該酒類に係る同法第
二十三条又は次条に規定する税率により計算した金
額の累計額をいう。）の区分に応じ、同法第二十三条
又は次条の規定により計算した金額にそれぞれ当該
各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。 
一 五千万円以下の金額 百分の八十 
二 五千万円を超え八千万円以下の金額 百分の九

十 
  三 八千万円を超え一億円以下の金額 百分の九十

五 

昭和三十二年政令第四十三号 
 

第五章 消費税法等の特例 
 
  
 

（相続等があつた場合における前年度課税移出数量等） 
第四十六条の六 相続その他の理由により酒類の製造免
許（酒税法（昭和二十八年法律第六号）第七条第一項に
規定する製造免許をいう。第四十六条の七の二、第四十
六条の八の二及び第四十六条の八の四において同じ。）
に係る製造業の全部又は一部の承継があつた日以後に
おける法第八十七条第一項（同項に規定する前年度課税
移出数量及び当年度酒税累計額に係る部分に限る。）及
び第二項（同項に規定する特定品目前年度課税移出数量
に係る部分に限る。）の規定の適用については、当該承継
前に当該承継に係る酒類の製造場から移出された酒類
（当該承継に係る品目（酒税法第七条第一項に規定する
品目をいう。）のものに限る。以下この条において「承継
酒類」という。）は、当該承継をした者が移出したものと
みなす。この場合において、承継酒類が法第八十七条第
一項の規定の適用を受けて移出されたものであるとき
は、当該承継をした者が同項の規定の適用を受けて移出
したものとみなす。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭和三十二年大蔵省令第十五号 
 

第六章 消費税法等の特例 
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２ 前項の場合において、前年度課税移出数量のうちい
ずれか一の品目の数量（以下この項において「特定品
目前年度課税移出数量」という。）が次の表の上欄に
掲げる数量である年度があるときは、承認酒類製造
者がその年度に製造場から移出する酒類に係る前項
の規定の適用については、同表の当該中欄に掲げる
同項各号に定める割合は、同表の当該下欄に定める
割合とする。 

特定品目前年度課税
移出数量 

割  合 割  合 

四百キロリットルを
超え千キロリットル
以下 

百 分 の 八
十 

百分の八十
五 

百 分 の 九
十 

百分の九十
二・五 

百 分 の 九
十五 

百分の九十
六・二五 

千キロリットルを超
え千三百キロリット
ル以下 

百 分 の 八
十 

百分の九十 

百 分 の 九
十 

百分の九十
五 

百 分 の 九
十五 

百分の九十
七・五 

千三百キロリットル
超 

百 分 の 八
十 

百分の九十
五 

百 分 の 九
十 

百分の九十
七・五 

百 分 の 九
十五 

百分の九十
八・七五 

３ 第一項の規定は、次に掲げる者には、適用しない。 
一 その年度の前年度の末日において常時使用する

従業員の数が三百人を超える個人 
二 その年度の前年度の末日において資本金の額又

は出資金の額が三億円を超え、かつ、常時使用する
従業員の数が三百人を超える法人（次号及び第四
号において「特定大法人」という。） 

三 その年度の前年度の末日において特定大法人と
の間に当該特定大法人による完全支配関係がある
法人 

四 その年度の前年度の末日において、法人との間
に完全支配関係がある全ての特定大法人が有する
株式及び出資の全部を当該全ての特定大法人のう
ちいずれか一の特定大法人が有するものとみなし
た場合において当該いずれか一の特定大法人と当
該法人との間に当該いずれか一の特定大法人によ
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る完全支配関係があることとなるときの当該法人
（前号に掲げる法人を除く。） 

五 酒税法第七条第一項の規定により製造免許を受
けている者以外の者 

六 酒税法第七条第三項（第四号に係る部分に限
る。）の規定の適用を受けて同条第一項の規定によ
り製造免許を受けている者であつて、当該製造免
許以外の酒類の製造免許を受けていない者 

七 その年度の前年度の末日以前二年内において酒
税の滞納処分を受けた者 

  八 酒税法第十条第三号から第五号まで又は第七号
から第八号までに規定する者 

  九 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭
和二十八年法律第七号）第八十四条第二項又は第八
十六条の四の規定による命令に違反した者 

４ この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。 
一 承認酒類製造者 酒税の保全のために酒類業の

健全な発達に資する取組を適正かつ確実に行うこ
とができると認められるものとして、製造場（二以
上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場。
次項及び第七項において同じ。）の所在地を所轄す
る税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。 

 
二 完全支配関係 一の者が法人の発行済株式若し

くは出資（当該法人が有する自己の株式又は出資
を除く。）の全部を直接若しくは間接に保有する関
係として政令で定める関係（以下この号において
「当事者間の完全支配の関係」という。）又は一の
者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人
相互の関係をいう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（完全支配関係） 
第四十六条の七 法第八十七条第四項第二号に規定する
政令で定める関係は、一の者（その者が個人である場合
には、その者及びこれと特殊の関係のある個人）が法人
の発行済株式（自己が有する自己の株式を除くものと
し、その総数のうちに次に掲げる株式の数を合計した数
の占める割合が百分の五に満たない場合の当該株式を
除く。）又は出資（当該法人が有する自己の出資を除く。）
（以下この項において「発行済株式等」という。）の全部
を保有する場合における当該一の者と当該法人との間
の関係（以下この項において「直接完全支配関係」とい
う。）とする。この場合において、当該一の者及びこれと
の間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法
人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一
若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全
部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行
済株式等の全部を保有するものとみなす。 
一 当該法人の使用人が組合員となつている民法第六
百六十七条第一項に規定する組合契約（当該法人の発
行する株式を取得することを主たる目的とするもの
に限る。）による組合（組合員となる者が当該使用人
に限られているものに限る。）の当該主たる目的に従
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５ 前項第一号の承認を受けようとする者は、その者の

住所及び氏名又は名称その他の財務省令で定める事
項を記載した申請書に、酒類業の健全な発達に資す
るために必要な取組としてその者の酒類製造業に係
る経営基盤の強化のための技術の向上その他の政令
で定めるものについての計画期間、目標、その目標を
達成するための措置その他の財務省令で定めるもの
を記載した書面（次項から第八項までにおいて「事業

つて取得された当該法人の株式 
二 会社法第二百三十八条第二項の決議（同法第二百三
十九条第一項の決議による委任に基づく同項に規定
する募集事項の決定及び同法第二百四十条第一項の
規定による取締役会の決議を含む。）により当該法人
の役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員をい
う。）又は使用人（当該役員又は使用人であつた者及
び当該者の相続人を含む。以下この号において「役員
等」という。）に付与された新株予約権（次に掲げる権
利を含む。）の行使によつて取得された当該法人の株
式（当該役員等が有するものに限る。） 
イ 商法等の一部を改正する等の法律（平成十三年法
律第七十九号）第一条の規定による改正前の商法
（明治三十二年法律第四十八号）第二百十条ノ二第
二項の決議により当該法人の役員等に付与された
同項第三号に規定する権利 

ロ 商法等の一部を改正する法律（平成十三年法律第
百二十八号）第一条の規定による改正前の商法第二
百八十条ノ十九第二項の決議により当該法人の役
員等に付与された同項に規定する新株の引受権 

ハ 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する
法律（平成十七年法律第八十七号）第六十四条の規
定による改正前の商法第二百八十条ノ二十一第一
項の決議により当該法人の役員等に付与された新
株予約権 

２ 前項に規定する特殊の関係のある個人は、次に掲げる
者とする。 
一 その者の親族 
二 その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関
係と同様の事情にある者 

三 その者の使用人 
四 前三号に掲げる者以外の者でその者から受ける金
銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 

五 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の
親族 

 
（承認酒類製造者の承認に関する事項等） 

第四十六条の七の二 法第八十七条第五項に規定する政
令で定めるものは、酒類製造業の技術又は生産性の向
上、酒類の付加価値の向上又は販売先の開拓、組織の合
理化、財務内容の改善その他経営を継続的かつ安定的に
行うために必要な取組とする。 

２ 相続（包括遺贈を含む。第四十六条の八の四第六項に
おいて同じ。）により酒類の製造免許に係る製造業を承
継した相続人（包括受遺者を含む。同項において同じ。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（承認酒類製造者の申請書及び事業計画書の記載事
項） 

第三十七条の四 法第八十七条第五項に規定する財務
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあ

つては、法人番号 
二 申請者の酒類の製造場（その者が二以上の製造

場を有する場合には、それぞれの製造場。次条第一
項第二号において同じ。）の所在地及び名称 

三 法第八十七条第六項第二号から第四号までのい
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計画書」という。）を添付して、製造場の所在地を所
轄する税務署長に申請しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 税務署長は、前項の申請があつた場合においては、

当該申請があつた日の翌日から起算して三月以内
に、当該申請の承認をし、又は当該申請をした者が次
の各号のいずれかに該当するときは、当該申請の却
下をする。 
一 前項の申請書又は事業計画書に不備又は不実の

記載があると認められる場合その他これらに類す
る場合 

二 第八項の規定により承認を取り消された日から
一年を経過するまでの者である場合 

三 当該申請前二年内において酒税の滞納処分を受
けた者である場合 

四 第三項第八号又は第九号に掲げる者である場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ 承認酒類製造者が事業計画書に記載した目標の達

成状況その他の財務省令で定める事項を記載した書
面をその年度（以下この項及び次項において「対象年
度」という。）の翌年度の五月三十一日までに製造場
の所在地を所轄する税務署長に提出しない場合に
は、当該対象年度については、第一項の規定は、適用
しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかつ
たことにつき当該税務署長がやむを得ない事情があ
ると認める場合において、同日後に当該書面の提出
があつたときは、この限りでない。 

が酒税法第十九条第二項の規定の適用を受けた場合に
おいて、当該相続人が同条第一項の申告をするまでに法
第八十七条第五項の申請をしたときは、同条第六項の承
認を受けた当該相続人を当該相続があつた日に当該承
認を受けた者とみなして、同条の規定を適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
３ 税務署長は、法第八十七条第六項の規定により当該申
請の承認をし、又は当該申請の却下をする場合には、書
面により、これを当該申請をした者に通知する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 承認酒類製造者（法第八十七条第四項第一号に規定す
る承認酒類製造者をいう。次項から第七項までにおいて
同じ。）は、事業計画書（同条第五項に規定する事業計画
書をいう。以下この項において同じ。）の記載内容を変更
するときは、当該変更に係る内容及び理由を記載した事
業計画書を酒類の製造場（二以上の製造場を有するとき
は、いずれか一の製造場。第六項において同じ。）の所在
地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ずれにも該当しない旨 
四 その他参考となるべき事項 

２ 法第八十七条第五項に規定する財務省令で定める
ものは、次に掲げる事項とする。 
一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあ

つては、法人番号 
二 申請者の酒類製造業の現状 
三 施行令第四十六条の七の二に規定する経営基盤

の強化のための取組 
四 前号の取組についての計画期間、第二号の現状

を踏まえた目標及び当該目標を達成するために必
要な具体的措置 

五 その他参考となるべき事項 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（実績報告書の記載事項等） 
第三十七条の四の二 法第八十七条第七項に規定する

財務省令で定める事項は、次に定める事項とする。 
一 法第八十七条第七項に規定する書面を提出する

者（以下この項において「提出者」という。）の住
所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人
番号 

二 提出者の酒類の製造場の所在地及び名称 
三 対象年度（法第八十七条第七項に規定する対象

年度をいう。以下この項において同じ。） 
四 法第八十七条第三項第一号又は第二号のいずれ
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８ 承認酒類製造者が次の各号のいずれかに該当する

場合には、第六項の承認をした税務署長は、当該各号
に定める日に遡つて、その承認を取り消すことがで
きる。 
一 前項に規定する書面に偽りの記載をして提出し

た場合 当該書面に係る対象年度の初日 
二 事業計画書の記載に従つて取組が行われていな

いと認められる場合 事業計画書の記載に従つて
取組が行われていないと認められる期間の初日 

三 酒税の滞納処分を受けた場合 当該滞納処分を
受けた日 

四 第三項第八号若しくは第九号に掲げる者に該当
することとなつた場合又は第六項第一号に規定す
る場合 これらの場合に該当することとなつた日 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 税務署長は、法第八十七条第八項の規定による取消し
の処分をする場合には、同項の承認酒類製造者に対し、
書面によりその旨を通知する。この場合において、その
書面には、その取消しの処分の基因となつた事実が同項
各号のいずれに該当するかを付記しなければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 承認酒類製造者は、法第八十七条第一項の規定の適用
を受けることをやめようとするときは、そのやめようと
する日その他財務省令で定める事項を記載した届出書
を酒類の製造場の所在地を所轄する税務署長に提出し
なければならない。この場合において、当該届出書の提
出があつたときは、同条第六項の承認は、同日限りその

にも該当しない旨 
五 対象年度の前年度又は対象年度の末日において

提出者との間に完全支配関係がある者がある場合
には、当該完全支配関係を系統的に示した図 

六 対象年度において実施した前条第二項第四号に
掲げる目標を達成するための具体的措置及び当該
目標の達成状況 

七 対象年度の翌年度以降において実施する前条第
二項第四号に掲げる目標を達成するための具体的
措置 

八 対象年度の十二月三十一日の属する年（法人に
あつては、対象年度の一月一日の直前に終了した
法第二条第二項第十九号に規定する事業年度）に
おける提出者の売上高、売上原価並びに販売費及
び一般管理費並びに酒類の品目別の売上金額その
他の酒類製造業の経営に関する事項 

２ 前項第八号に掲げる事項については、国税庁長官、
国税局長又は税務署長に当該事項を記載した書面を
提出し、又は当該事項を記録した電磁的記録（施行令
第四十六条の八の二第五項に規定する電磁的記録を
いう。第三十七条の四の四第五項において同じ。）を
提供している場合には、その旨を記載することによ
り、当該事項の記載を省略することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（承認酒類製造者をやめようとする場合の届出書の
記載事項） 

第三十七条の四の三 施行令第四十六条の七の二第六
項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事
項とする。 
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあ

つては、法人番号 
二 法第八十七条第六項の承認を受けた年月日 
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９ 前各項に定めるもののほか、相続その他の理由によ

り酒類の製造免許に係る製造業の全部又は一部を承
継した者の前年度課税移出数量の計算及び第四項第
一号の承認に関する手続その他前各項の規定の適用
に関し必要な事項は、政令で定める。 

 
 
第八十七条の四 削除 
 
 

（東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律
の臨時特例に関する法律の一部改正） 

第十六条 東日本大震災の被災者等に係る国税関
係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法
律第二十九号）の一部を次のように改正する。 

 
第四十三条 削除 

 
 
附 則 

 
（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。 
四 次に掲げる規定 令和六年四月一日 

ニ 第十条中租税特別措置法（中略）並びに附則（中
略）第五十六条第一項から第五項までの規定 

 
 

（清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置） 
第五十四条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課
した、又は課すべきであった清酒等（旧租税特別措置法
第八十七条第一項に規定する清酒等をいう。以下この条

効力を失う。 
７ 承認酒類製造者が酒類の製造免許に係る製造業の全
部を譲渡し、又は廃止した場合には、その譲渡し、又は
廃止した日の翌日以後は、その承認は、その効力を失う
ものとする。 

８ 法第八十七条第一項の規定の適用を受ける場合には、
酒税法第三十条の二第一項又は第二項に規定する申告
書には、これらの規定に規定する事項のほか、法第八十
七条第一項に規定する当年度酒税累計額を記載しなけ
ればならない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨
時特例に関する法律施行令（平成二十三年政令第百
十二号）の一部を次のように改正する。 
 
 
 
第三十四条 削除 

 
 
附 則 
 

 （施行期日） 
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

三 その他参考となるべき事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

附 則 
 

（施行期日） 
第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。た
だし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。 
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及び附則第六十三条において同じ。）に係る酒税につい
ては、なお従前の例による。 

２ 酒類（租税特別措置法第二条第四項第一号に規定する
酒類をいう。以下この条並びに附則第五十六条及び第五
十七条において同じ。）の製造者が施行日から令和六年
三月三十一日までの間に酒類の製造場（以下附則第五十
六条まで及び第六十三条において単に「製造場」とい
う。）から移出する清酒等については、旧租税特別措置法
第八十七条の規定は、なおその効力を有する。この場合
において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」とあ
るのは、「令和六年三月三十一日」とする。 

３ 承認酒類製造者（新租税特別措置法第八十七条第四項
第一号に規定する承認酒類製造者をいい、同条第三項第
七号から第九号までに掲げる者を除く。第九項並びに次
条第三項及び附則第六十三条第三項において同じ。）が
令和六年四月一日から令和十一年三月三十一日までの
間に製造場から移出する清酒等については、旧租税特別
措置法第八十七条の規定は、なおその効力を有する。こ
の場合において、同条第一項中「令和五年三月三十一日」
とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、同項の表酒
税法第三条第七号に規定する清酒、同条第九号に規定す
る連続式蒸留焼酎、同条第十号に規定する単式蒸留焼酎
又は同条第十三号に規定する果実酒（同条第三号ハに規
定するその他の発泡性酒類に該当するものに限る。）の
項中「百分の八十」とあるのは、令和九年四月一日から
令和十年三月三十一日までにあっては「百分の八十二」
と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあ
っては「百分の八十四」と、同表酒税法第三条第十三号
に規定する果実酒（同条第三号ハに規定するその他の発
泡性酒類に該当するものを除く。）の項中「九十分の六十
四」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年三月三
十一日までにあっては「九十分の六十六・六」と、同年
四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっては
「九十分の六十九・二」と、同表酒税法第三条第八号に
規定する合成清酒又は発泡酒の項中「百分の九十」とあ
るのは、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日ま
でにあっては「百分の九十一」と、同年四月一日から令
和十一年三月三十一日までにあっては「百分の九十二」
と、同条第二項中「「百分の八十」とあるのは「百分の九
十」と、「九十分の六十四」とあるのは「百分の八十」と、
「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」」とあるのは、
令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までにあ
っては「「百分の八十二」とあるのは「百分の九十一」と、
「九十分の六十六・六」とあるのは「百分の八十二」と、
「百分の九十一」とあるのは「百分の九十五・五」」と、
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同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあっ
ては「「百分の八十四」とあるのは「百分の九十二」と、
「九十分の六十九・二」とあるのは「百分の八十四」と、
「百分の九十二」とあるのは「百分の九十六」」とする。 

４ 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場か
ら移出される清酒（酒税法（昭和二十八年法律第六号）
第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この項及び附
則第六十三条第四項において同じ。）及び果実酒（同法第
三条第十三号に規定する果実酒をいう。以下この項及び
附則第六十三条第四項において同じ。）（これらの酒類で
その他の発泡性酒類（所得税法等の一部を改正する等の
法律（平成二十九年法律第四号）附則第三十六条第二項
第三号に規定するその他の発泡性酒類をいう。以下この
条並びに附則第五十六条第三項及び第六十三条におい
て同じ。）に該当するものを除く。以下この項及び附則第
六十三条第四項において同じ。）並びに発泡酒（旧租税特
別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒をいう。以
下この条及び附則第六十三条において同じ。）並びにそ
の他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規
定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特
別措置法第八十七条第一項（同条第二項の規定により読
み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用につい
ては、同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とある
のは、清酒及び果実酒にあっては「所得税法等の一部を
改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）附則第三
十六条第三項」と、発泡酒及びその他の発泡性酒類に該
当する清酒等にあっては「所得税法等の一部を改正する
等の法律（平成二十九年法律第四号）附則第三十六条第
二項第一号、第二号又は第四号」と、同項の表中「同条
第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等
の法律（平成二十九年法律第四号）附則第三十四条の規
定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」
とする。 

５ 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間
に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒
類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定に
よりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措
置法第八十七条第一項（同条第二項の規定により読み替
えて適用される場合を含む。）の規定の適用については、
同条第一項中「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所
得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律
第四号）附則第三十六条第五項」と、同項の表中「同条
第三号ハ」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等
の法律（平成二十九年法律第四号）附則第三十四条の規
定により読み替えて適用される酒税法第三条第三号ハ」
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とする。 
６ 施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場か
ら移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定す
る蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなお
その効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八
十七条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用
される場合を含む。）の規定の適用については、同条第一
項中「次条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する
等の法律（平成二十九年法律第四号）附則第九十一条第
二項の規定により読み替えて適用される次条」とする。 

 
 
７ 第三項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする
者が令和六年三月三十一日までにその旨を記載した届
出書を製造場（二以上の製造場を有するときは、いずれ
か一の製造場。次項及び第九項において同じ。）の所在地
を所轄する税務署長に提出した場合に限り、適用する。
この場合において、当該届出書の提出があったときは、
その者については、新租税特別措置法第八十七条第一項
（同条第二項の規定により読み替えて適用される場合
を含む。）の規定は、適用しない。 

８ 前項の規定による届出書を提出した者は、第三項の規
定の適用を受けることをやめようとするときは、当該適
用を受けることをやめようとする年度（その年の四月一
日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下
この項及び次項において同じ。）の前年度の三月三十一
日までに、その旨を記載した届出書を製造場の所在地を
所轄する税務署長に提出しなければならない。この場合
において、当該適用を受けることをやめようとする年度
分以後の各年度分の酒税については、前項の規定による
届出は、その効力を失うものとする。 

 
９ 第三項の規定は、承認酒類製造者が、新租税特別措置
法第八十七条第七項に規定する書面をその年度の翌年
度の五月三十一日までに製造場の所在地を所轄する税
務署長に提出しない場合には、その年度については、適
用しない。ただし、同日までに当該書面の提出がなかっ
たことにつき当該税務署長がやむを得ない事情がある
と認める場合において、同日後に当該書面の提出があっ
たときは、この限りでない。 

10 前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関
し必要な事項は、政令で定める。 

  
（ビールに係る酒税の税率の特例に関する経過措置） 

第五十五条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（相続があった場合における酒税の税率の特例に関す
る経過措置の適用） 

第十六条 改正法附則第五十四条第七項（改正法附則第五
十五条第六項において準用する場合を含む。以下この条
において同じ。）の届出書を提出した被相続人（包括遺贈
者を含むものとし、改正法附則第五十四条第八項（改正
法附則第五十五条第六項において準用する場合を含
む。）の届出書を提出した者を除く。）から相続（包括遺
贈を含む。）により酒類（租税特別措置法第二条第四項第
一号に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。）
の製造免許（酒税法（昭和二十八年法律第六号）第七条
第一項に規定する製造免許をいう。）に係る製造業を承
継した相続人（包括受遺者を含むものとし、新法第八十
七条第一項の規定の適用を受けた者を除く。）が酒税法
第十九条第二項の規定の適用を受けた場合において、当
該相続人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則
第五十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場（二
以上の製造場を有するときは、いずれか一の製造場）の
所在地を所轄する税務署長に提出したときは、当該相続
人が令和六年三月三十一日までに当該届出書を当該税
務署長に提出したものとみなして、同項の規定を適用す
る。 
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した、又は課すべきであったビール（旧租税特別措置法
第八十七条の四第一項に規定するビールをいう。以下こ
の条において同じ。）に係る酒税については、なお従前の
例による。 

２ 酒類製造者（租税特別措置法第二条第四項第二号に規
定する酒類製造者をいう。次条第六項において同じ。）が
施行日から令和六年三月三十一日までの間に製造場か
ら移出するビールについては、旧租税特別措置法第八十
七条の四第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有
する。この場合において、同条第三項中「令和三年三月
三十一日以前に酒税法」とあるのは「酒税法」と、「ビー
ルの」とあるのは「ビール（同法第三条第十二号に規定
するビールをいう。以下この項及び次項において同じ。）
の」と、「うちその年度」とあるのは「うちその年度（そ
の年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの
間をいう。以下この項及び次項において同じ。）」と、「酒
類の数量」とあるのは「酒類（同法第二十八条若しくは
第二十九条の規定又は第八十七条の六の規定の適用を
受けるものを除く。）の数量」と、「同年四月一日」とあ
るのは「令和五年四月一日」と、「令和五年三月三十一日」
とあるのは「令和六年三月三十一日」とする。 

３ 承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年
三月三十一日までの間に製造場から移出するビールに
ついては、旧租税特別措置法第八十七条の四第三項及び
第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合にお
いて、同条第三項中「令和三年三月三十一日以前に酒税
法」とあるのは「酒税法」と、「ビールの」とあるのは「ビ
ール（同法第三条第十二号に規定するビールをいう。以
下この項及び次項において同じ。）の」と、「うちその年
度」とあるのは「うちその年度（その年の四月一日から
その年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この項
及び次項において同じ。）」と、「酒類の数量」とあるのは
「酒類（同法第二十八条若しくは第二十九条の規定又は
第八十七条の六の規定の適用を受けるものを除く。）の
数量」と、「同年四月一日」とあるのは「令和六年四月一
日」と、「令和五年三月三十一日」とあるのは「令和十一
年三月三十一日」と、同項中「百分の八十五」とあるの
は、令和九年四月一日から令和十年三月三十一日までに
あっては「百分の八十六・五」と、同年四月一日から令
和十一年三月三十一日までにあっては「百分の八十八」
と、同条第四項中「「百分の八十五」とあるのは「百分の
九十二・五」」とあるのは、令和九年四月一日から令和十
年三月三十一日までにあっては「「百分の八十六・五」と
あるのは「百分の九十三・二五」」と、同年四月一日から
令和十一年三月三十一日までにあっては「「百分の八十
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八」とあるのは「百分の九十四」」とする。 
４ 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場か
ら移出されるビールに係る第二項の規定によりなおそ
の効力を有するものとされる旧租税特別措置法第八十
七条の四第三項（同条第四項の規定により読み替えて適
用される場合を含む。）の規定の適用については、同条第
三項中「同法第二十三条第一項」とあるのは、「所得税法
等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四
号）附則第三十六条第一項」とする。 

５ 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間
に製造場から移出されるビールに係る第二項又は第三
項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧
租税特別措置法第八十七条の四第三項（同条第四項の規
定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の
適用については、同条第三項中「同法第二十三条第一項」
とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律（平
成二十九年法律第四号）附則第三十六条第四項」とする。 

６ 前条第七項から第十項までの規定は、第三項の場合に
ついて準用する。 

 
（承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例に関する
経過措置） 

第五十六条 新租税特別措置法第八十七条第一項の規定
は、令和六年四月一日以後に承認酒類製造者（同条第四
項第一号に規定する承認酒類製造者をいう。以下この条
において同じ。）の製造場から移出する酒類について適
用する。 

２ 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間
に承認酒類製造者の製造場から移出される酒税法第三
条第三号に規定する発泡性酒類（発泡酒（所得税法等の
一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）附
則第三十六条第五項第一号及び第二号に規定する発泡
酒をいう。次項において同じ。）及びその他の発泡性酒類
（酒税法第三条第三号ハに規定するその他の発泡性酒
類をいう。）を除く。）に係る新租税特別措置法第八十七
条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用され
る場合を含む。）の規定の適用については、同条第一項中
「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の
一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）附
則第三十六条第四項」と、「同法第二十三条又は次条」と
あるのは「同項」とする。 

３ 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間
に承認酒類製造者の製造場から移出される発泡酒及び
その他の発泡性酒類に係る新租税特別措置法第八十七
条第一項（同条第二項の規定により読み替えて適用され
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る場合を含む。）の規定の適用については、同条第一項中
「同法第二十三条及び次条」とあるのは「所得税法等の
一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）附
則第三十六条第五項」と、「同法第二十三条又は次条」と
あるのは「同項」とする。 

４ 令和六年四月一日から令和八年九月三十日までの間
に承認酒類製造者の製造場から移出される租税特別措
置法第八十七条の二に規定する蒸留酒類及びリキュー
ルに係る新租税特別措置法第八十七条第一項（同条第二
項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の
規定の適用については、同条第一項中「及び次条」とあ
るのは「及び所得税法等の一部を改正する等の法律（平
成二十九年法律第四号）附則第九十一条第二項の規定に
より読み替えて適用される次条」と、「同法第二十三条又
は次条」とあるのは「酒税法第二十三条又は所得税法等
の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）
附則第九十一条第二項の規定により読み替えて適用さ
れる次条」とする。 

５ 新租税特別措置法第八十七条第一項（承認酒類製造者
との間に完全支配関係（同条第四項第二号に規定する完
全支配関係をいう。以下この項において同じ。）がある者
の前年度課税移出数量（同条第一項に規定する前年度課
税移出数量をいう。以下この項において同じ。）を含むこ
とに係る部分に限る。）の規定は、施行日前から引き続き
承認酒類製造者との間に完全支配関係がある者の前年
度課税移出数量については、適用しない。 

 
 
 
６ 酒類製造者が主となって組織する法人（酒類製造者で
ある法人を除くものとし、施行日前一年以内において酒
税法第二十八条第一項の規定に該当する酒類を当該法
人の酒類の蔵置場に移入し、又は酒類をその蔵置場から
移出した法人に限る。）が、令和六年三月三十一日まで
に、当該法人を組織している酒類製造者の住所及び氏名
又は名称その他の財務省令で定める事項を記載した届
出書をその蔵置場（二以上の蔵置場を有するときは、い
ずれか一の蔵置場）の所在地を所轄する税務署長に提出
した場合においては、当該法人を同法第七条第一項の規
定により製造免許（同項に規定する製造免許をいう。以
下この項において同じ。）（施行日前から引き続き当該法
人を組織している酒類製造者が同条第一項の規定によ
り製造免許を受けている酒類と同一の品目（同項に規定
する品目をいう。）の製造免許とする。）を受けている酒
類製造者とみなして、新租税特別措置法第八十七条の規

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （酒類製造者が主となって組織する法人が承認酒類製
造者に対する酒税の税率の特例の適用を受ける場合の
届出書の記載事項） 

第十一条 改正法附則第五十六条第六項に規定する財務
省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人番号（行
政手続における特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）
第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第三号に
おいて同じ。） 

二 届出者の酒類（租税特別措置法第二条第四項第一号
に規定する酒類をいう。）の蔵置場（その者が二以上
の蔵置場を有する場合には、それぞれの蔵置場）の所
在地及び名称 

三 改正法附則第五十六条第六項に規定する酒類製造
者が主となって組織する法人を組織している酒類製
造者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、
法人番号 

四 その他参考となるべき事項 
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定を適用する。この場合において、同条第一項中「含む。
次項」とあるのは「含む。以下この項、次項」と、「のも
の」とあるのは「のものであつて、所得税法等の一部を
改正する法律（令和五年法律第三号）附則第五十六条第
六項に規定する施行日前から引き続き当該法人を組織
している酒類製造者（前年度課税移出数量が三千キロリ
ットルを超える者及び第三項各号に掲げる者を除く。）
から移入したものその他政令で定めるもの」と、「は、同
法」とあるのは「は、酒税法」とする。 

７ 令和五年十二月三十一日までに新租税特別措置法第
八十七条第五項に規定する申請があった場合において
は、同条第六項の規定の適用については、同項中「当該
申請があつた日の翌日から起算して三月以内」とあるの
は、「令和六年三月三十一日まで」とする。 

 
（被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率
の特例に関する経過措置） 

第六十三条 別段の定めがあるものを除き、施行日前に課
した、又は課すべきであった旧震災特例法第四十三条に
規定する東日本大震災により酒類の製造場について甚
大な被害を受けた清酒等に係る酒税については、なお従
前の例による。 

 
 
２ 旧震災特例法第四十三条に規定する東日本大震災に
より酒類の製造場について甚大な被害を受けた清酒等
の製造者が施行日から令和六年三月三十一日までの間
に製造場から移出する清酒等については、同条の規定
は、なおその効力を有する。この場合において、同条第
一項中「より酒類」とあるのは「より酒類（酒税法（昭
和二十八年法律第六号）第二条第一項に規定する酒類を
いう。以下この項及び次項において同じ。）」と、「令和五
年三月三十一日」とあるのは「令和六年三月三十一日」
と、「租税特別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは
「所得税法等の一部を改正する法律（令和五年法律第三
号）附則第五十四条第二項の規定によりなおその効力を
有するものとされる同法第十条の規定による改正前の
租税特別措置法第八十七条第一項及び」とする。 

３ 承認酒類製造者が令和六年四月一日から令和十一年
三月三十一日までの間に製造場から移出する清酒等に
ついては、旧震災特例法第四十三条の規定は、なおその
効力を有する。この場合において、同条第一項中「より
酒類」とあるのは「より酒類（酒税法（昭和二十八年法
律第六号）第二条第一項に規定する酒類をいう。以下こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨
時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
（令和五年政令第百五十一号） 
 
 
 
 

（被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の
税率の特例に関する経過措置） 

第四条 改正法附則第六十三条第二項又は第三項の
規定によりなおその効力を有するものとされる旧
法第四十三条の規定に基づく旧令第三十四条の規
定は、なおその効力を有する。 
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の項及び次項において同じ。）」と、「令和五年三月三十一
日」とあるのは「令和十一年三月三十一日」と、「租税特
別措置法第八十七条第一項及び」とあるのは「所得税法
等の一部を改正する法律（令和五年法律第三号）附則第
五十四条第三項の規定によりなおその効力を有するも
のとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別
措置法第八十七条第一項及び」と、同項中「百分の九十
三・七五」とあるのは、令和九年四月一日から令和十年
三月三十一日までにあっては「百分の九十四・三七五」
と、同年四月一日から令和十一年三月三十一日までにあ
っては「百分の九十五」とする。 

４ 施行日から令和五年九月三十日までの間に製造場か
ら移出される清酒及び果実酒並びに発泡酒並びにその
他の発泡性酒類に該当する清酒等に係る第二項の規定
によりなおその効力を有するものとされる旧震災特例
法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中
「同法第二十三条」とあるのは、清酒及び果実酒にあっ
ては「所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十
九年法律第四号）附則第三十六条第三項」と、発泡酒及
びその他の発泡性酒類に該当する清酒等にあっては「所
得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律
第四号）附則第三十六条第二項第一号、第二号又は第四
号」とする。 

５ 令和五年十月一日から令和八年九月三十日までの間
に製造場から移出される発泡酒及びその他の発泡性酒
類に該当する清酒等に係る第二項又は第三項の規定に
よりなおその効力を有するものとされる旧震災特例法
第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「同
法第二十三条」とあるのは、「所得税法等の一部を改正す
る等の法律（平成二十九年法律第四号）附則第三十六条
第五項」とする。 

６ 施行日から令和八年九月三十日までの間に製造場か
ら移出される租税特別措置法第八十七条の二に規定す
る蒸留酒類に係る第二項又は第三項の規定によりなお
その効力を有するものとされる旧震災特例法第四十三
条第一項の規定の適用については、同項中「第八十七条
の二」とあるのは「所得税法等の一部を改正する等の法
律（平成二十九年法律第四号）附則第九十一条第二項の
規定により読み替えて適用される租税特別措置法第八
十七条の二」と、同項中「同項」とあるのは、施行日か
ら令和六年三月三十一日までにあっては「所得税法等の
一部を改正する法律（令和五年法律第三号）附則第五十
四条第二項の規定によりなおその効力を有するものと
される同法第十条の規定による改正前の租税特別措置
法第八十七条第一項」と、同年四月一日から令和十一年
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三月三十一日までにあっては「所得税法等の一部を改正
する法律（令和五年法律第三号）附則第五十四条第三項
の規定によりなおその効力を有するものとされる同法
第十条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七
条第一項」とする。 

７ 附則第五十四条第七項から第十項までの規定は、第三
項の場合について準用する。 

 

 
 
 
 
２ 改正法附則第六十三条第七項において準用する

改正法附則第五十四条第七項に規定する届出書を
提出した被相続人（包括遺贈者を含むものとし、
改正法附則第六十三条第七項において準用する改
正法附則第五十四条第八項の届出書を提出した者
を除く。）から相続（包括遺贈を含む。）により酒
類（酒税法（昭和二十八年法律第六号）第二条第
一項に規定する酒類をいう。以下この項において
同じ。）の製造免許（同法第七条第一項に規定す
る製造免許をいう。）に係る製造業を承継した相
続人（包括受遺者を含むものとし、改正法第十条
の規定による改正後の租税特別措置法（昭和三十
二年法律第二十六号）第八十七条第一項の規定の
適用を受けた者を除く。）が酒税法第十九条第二
項の規定の適用を受けた場合において、当該相続
人が同条第一項の申告をするまでに改正法附則第
六十三条第七項において準用する改正法附則第五
十四条第七項に規定する届出書を酒類の製造場
（二以上の製造場を有するときは、いずれか一の
製造場）の所在地を所轄する税務署長に提出した
ときは、当該相続人が令和六年三月三十一日まで
に当該届出書を当該税務署長に提出したものとみ
なして、改正法附則第六十三条第七項において準
用する改正法附則第五十四条第七項の規定を適用
する。 

 

 


